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１ 横浜港のクルーズの状況

発着

（１）クルーズ寄港実績

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年※
外国客船 37 40 57 70 87 3 0 0
日本客船 97 87 121 98 101 44 72 47

計 134 127 178 168 188 47 72 47

過去最多

※2022年は9月末時点

発着

一時寄港

94％が

６％

2019年国交省ベース

発 着

乗船客の乗船・下船があり、港は、クルー
ズの出発・終着港となる

一時寄港

クルーズ航程の途中に、観光目的で一時的に
寄港すること。基本新しい乗船や下船はない
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１ 横浜港のクルーズの状況

○空港からのアクセスの良さ（羽田空港から約20分、成田空港から約90分）
〇豊富な客船受入実績に基づく安定的なオペレーション
〇港周辺の豊富な観光資源
〇周辺観光地へのアクセスの良さ

（東京都心、鎌倉まで約40分、富士・箱根まで約90分）

（２）クルーズ発着港としての横浜港



PORT OF YOKOHAMA

１ 横浜港のクルーズの状況

（３）横浜港の客船ターミナル

■2002年12月供用開始
大さん橋国際客船ターミナル

■2019年4月供用開始
大黒ふ頭客船ターミナル

■2019年10月供用開始
新港ふ頭客船ターミナル

➤３つのターミナルに加え、山下ふ頭、
本牧ふ頭を活用することで、７隻同時
着岸が可能
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１ 横浜港のクルーズの状況
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１ 横浜港のクルーズの状況
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１ 横浜港のクルーズの状況



PORT OF YOKOHAMA

クルーズプラン（例） 世界一周クルーズ 国内クルーズ アジアクルーズ

船舶の大きさ 50,000総トン 50,000総トン 110,000総トン

経済波及効果 約３億2,500万円 約8,500万円 約１億7,500万円

※横浜港の経済効果（2017年）調査結果を基に推計

● クルーズ船が寄港するたびに、入出港に伴う諸経費をはじめ、給油・給水や
食材、アメニティグッズ等の各種船用品の需要が発生するとともに、乗客の土産
物や観光客の支出なども加わり、地方経済に対して様々な効果をもたらす。

１ 横浜港のクルーズの状況

（４）クルーズ船一隻あたりの経済波及効果
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

（１）客船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

（１）客船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応

ＤＰ号の動き
２０２０年
1月 20日 横浜港出港
2月 3日 横浜港入港 検疫錨地、予定では翌4日入港

5日 隔離決定 日本政府が乗客の14日間客室待機を決定

6日 大黒ふ頭着岸
27日 乗員の下船開始（3月1日まで計235名）

3月 1日 乗員、乗客3,711名全員の下船完了

6日 船内消毒の開始、廃棄物の処理等を継続して支援

25日 船内消毒終了
検疫済証が発効され、大黒ふ頭を離岸

◆乗客乗員数：3711人（乗客：2666人（うち日本人1281人）、乗員：1045人）
◆感染者：696人19％（乗客552人21％、乗員144人14％）
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

＜2020年２月３日 横浜港 入港＞

１ DP号や支援船の係留場所、支援拠点の提供

２ 医療機関等への搬送等の協力

３ 廃棄物・排水等の処理

４ 下船後の交通手段の確保

国監修のガイドライン
横浜市の求める感染症対策

反 映

（２）客船「ダイヤモンド・プリンセス」の寄港により生じた課題
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

港と船会社の間の詳細なルールが必要

■政府通知【2020年９月】
➤ 協議会の設置・受入合意 → 【2020年10月横浜港における協議会設置】
➤ 感染発生時の受入体制整備
➤ 想定を超える事態への備え

■国監修のガイドライン【2020年９月初版・・・2022年７月第７版】
➤ 保健衛生当局と港湾管理者との情報共有体制の整備
➤ ３密回避等の感染防止策
➤ 非感染者の帰宅支援
➤ 感染発生時のクルーズ運航中止【2022年７月第7版で運航中止基準を定める】

（３）国監修のガイドラインと政府通知
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

● 国からの要請に基づき、クルーズ
船の受入判断を行うために、衛生主
管部局、港湾関係機関等からなる「新
型コロナウイルス感染症対策を踏まえ
た横浜港におけるクルーズの受入に
関する協議会」を設置

● クルーズ客船の受入の合意や想
定を超える事態への備え等について
協議

（４）横浜港における受入協議会
組織 職

横浜市 港湾局
健康福祉局
中区役所
医療局
災害医療アドバイザー
総務局
消防局

横浜市立大学 市大附属病院
神奈川県 くらし安全防災局

健康医療局
国土交通省 関東地方整備局

関東運輸局
財務省 横浜税関
出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局横浜支局
厚生労働省 横浜検疫所
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

➤ 全乗客の乗船前のPCR検査
➤ 船内におけるPCR検査体制の配備
➤ 万が一、船内で感染が発生した場合の宿泊施設、移動手段の手配
➤ 地元の保健衛生部局との事前協議

横浜港が船会社に求める感染症対策

他港や船会社と調整のうえ、ルールを設定

船会社から感染症対応計画を市に提出

（５）横浜港における感染症対策
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

（５）横浜港における感染症対策

● 国監修の業界ガイドラインのもと、船会社とともに「トライアル運航」や「感染者
発生時の対応訓練」を実施し、感染症対策の実効性や安全性の検証

● 国、県及び市の衛生主管部局、関係機関を委員とする「新型コロナウイルス感染
症対策を踏まえた横浜港におけるクルーズ受入に関する協議会」で合意が得られた
ことをうけ、2020年11月から国内クルーズの受入を再開
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

（５）横浜港における感染症対策

2020年度
９月 国内クルーズ運航に係る業界ガイドライン公表（JOPA）

10月
トライアルクルーズ及び下船訓練（飛鳥Ⅱ、にっぽん丸）
トライアル等を踏まえた運航体制確認、営業運航再開の合意（３泊４日程度）

11月 営業運航開始（横浜発着）：飛鳥Ⅱ（11月2日）、にっぽん丸（11月7日）、ぱしふぃっくびいなす（12月21日）

2021年度

４月
国内クルーズの長期化に向けた試行的な条件整理（５泊～９泊のクルーズを対象）
５泊以上の営業運航開始：飛鳥Ⅱ(４月29日～）、にっぽん丸(４月29日～)

５月 船内感染事案発生
7月 乗船当日のPCR検査等を含むトライアルクルーズの実施（飛鳥Ⅱ、にっぽん丸）

11月 国内クルーズの受入条件の見直し（泊数上限の廃止）
2022年度
７月 JOPAガイドライン第７版で「運航停止基準」を適用
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

（６）国際クルーズの再開

■国監修のガイドライン【2022年11月】
・国際クルーズ運航のための感染拡大予防ガイドライン（JICC第１版）
・外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（JOPA第８版）

■受入協議会での協議【2022年12月】
→乗船前検査や感染者が発生した際の対応等について協議

■2022年12月15日
にっぽん丸「モーリシャスプレシャスクルーズ」出港
→日本における約３年ぶりの外航クルーズの再開

■来春以降、外国クルーズ船による外航クルーズが再開見込み
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２ 横浜港における安全・安心な客船受入

（６）国際クルーズの再開

● 乗船前検査
オミクロン株の重症化しにくい特性や検査場所の確保が困難なことから、

当日乗船前PCR検査に替えて、乗船前72時間以内検査（PCR検査または抗
原定性検査）による陰性証明等で対応

● 感染者が発生した場合の対応
感染者等の船内隔離を基本とし、最終下船時点で療養期間が残っている乗

客は検疫所確保施設等で隔離・療養を継続。陸上での隔離・療養が困難な場
合は、船内隔離を継続

●国際クルーズ受入に係る基本的な考え方

（※ 日本船籍の国際クルーズも含む）



PORT OF YOKOHAMA

ご清聴いただき、誠にありがとうございました。

ご質問、ご相談がございましたら
ぜひ下記までご連絡ください。

＜お問い合わせ先＞
横浜市港湾局みなと賑わい振興部客船事業推進課
☎：045-671-7272
📧📧：kw-kyakusen@city.yokohama.jp
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